
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年１１月１２日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉大津市教育委員会会議 令和７年第１１回定例会 

 

会 議 事 項 



  

会 議 事 項 

 

日程第 １ 議案第３８号 令和７年度泉大津市教育委員会教育事務の管理及び執行の状

況に関する点検及び評価結果報告書について 

 

日程第 ２ 報告第２４号 泉大津市教育委員会の後援名義使用について 

 

日程第 ３ 議案第３９号 動産の売払いについて 

 

日程第 ４ 議案第４０号 指定管理者の指定について 

 

日程第 ５ 議案第４１号 令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第３号）について 



 

 

 

 

議案第３８号  

 

令和７年度泉大津市教育委員会教育事務の管理

及び執行の状況に関する点検及び評価結果報告

書について  

 

１ 趣 旨  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、

評価結果報告書を議会に提出するとともに、公表することについて諮る

ものである。  

 

２ 内 容  

教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、

教育に関し学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的

な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たすもので

ある。  

 

３ 根拠法令  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）   

 第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項

の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する

事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含

む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。   

教育委員会資料  

７．１１．１２  

教育政策課  
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２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。  

 

４ 点検・評価内容  

別冊「令和７年度（令和６年度事業）泉大津市教育委員会教育事務の

管理及び執行の状況に関する点検及び評価結果報告書（案）」のとおり  
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報告第２４号 

 

泉大津市教育委員会の後援名義使用について 

 

１ 趣 旨 

泉大津市教育委員会の後援等に関する要綱に基づき、後援を承認した

ので報告するものである。 

 

２ 根拠法令  

泉大津市教育委員会の後援等に関する要綱  

第６条第２項 教育長は前項の規定により専決処理をしたときは、事後

その旨を委員会に報告しなければならない。 

 

３ 報告対象期間 

令和７年１０月１日（水）～ 令和７年１０月３１日（金）  

 

４ 内 容 

  別紙１のとおり  

 

教育委員会資料  

７．１１．１２ 

教育政策課  
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番号 専決日 実施日 件名 申　請　団　体

1 R7.10.3
①R7.11.24

②R7.10.26

親子も先生も！！梅花女子大学で実施しているプロ

グラムを体験してみよう！

一般社団法人泉大津・発達支

援勉強会Lien
新

2 R7.10.3 R8.1.31 映画上映会＆里親相談会
社会福祉法人和泉乳児院

里親支援機関つむぎ

3 R7.10.7 R7.11.16 商連わいわいフェスタ 北助松商店街振興組合

4 R7.10.7 R7.12.13 「多言語フォーラム」
（一財）言語交流研究所　ヒッポ

ファミリークラブ

5 R7.10.10 R7.11.2 おづみんフェスタ2025 泉大津商工会議所青年部

6 R7.10.20 R7.11.30 泉大津市吹奏楽団　第54回　定期演奏会 泉大津市吹奏楽団

7 R7.10.28 R8.2.14 ファミリーコンサート2026
羽衣国際大学・羽衣学園短期

大学教育後援会

【承認】

別紙１

泉
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議案第３９号  

 

動産の売払いについて 

 

１ 趣 旨  

泉大津市立小・中学校に配備していた学習者用タブレットを次のとお

り売払いたいので、議会の議決に付すべき契約及び動産の取得又は処分

に関する条例第３条により議会の議決に付さなければならないことに伴

い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき

諮るものである。  

 

２ 根拠法令   

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

 （教育委員会の意見聴取）  

第２９条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事

務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決

を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見

をきかなければならない。  

○議会の議決に付すべき契約及び動産の取得又は処分に関する条例  

  （昭和３９年３月１８日条例第６号）  

  （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）  

  第３条  地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決

に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，００

０万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い  

  （土地については１件５，０００平方メートル以上のものに係るも

のに限る。）とする。  

 

３ 内 容  

 別紙２のとおり  

教育委員会資料  

７．１１．１２  

教育政策課  
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（参 考） 
 

 

物品売買単価仮契約書（概要） 
 

１ 件名（品名）   泉大津市学習者用タブレット売払い 

 

２ 売 払 い 期 限  令和８年３月３１日 
 

３ 単価契約金額   ５，５００円 
 

４ 売払い予定数量  ５，０１５台 
 

５ 契 約 保 証 金  泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第 

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上） 

又は第１１６条の規定による。 

 

上記物品の売払いについて、発注者泉大津市と受注者リネットジャパンリサイ

クル株式会社は、物品売買仮契約を締結するものとする。 

 なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

   令和７年１１月１１日 

 

発注者 泉大津市 

代表者 泉大津市長  南 出  賢 一 印 

    

受注者 愛知県大府市柊山町三丁目３３番地 

    リネットジャパンリサイクル株式会社 

     代表取締役 黒 田  武 志 ㊞ 

 

別紙２ 
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議案第４０号 

 

 

指定管理者の指定について 

 

１ 趣旨 

史跡池上曽根遺跡保存活用計画と史跡池上曽根遺跡再整備計画にもとづき、泉大

津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園の管理運営に関する業

務について、指定管理者を指定するものである。 

選定にあたっては、「泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡

公園指定管理候補者選定委員会」において、泉大津市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例（平成１７年泉大津市条例第８号）第３条各号に掲げる

選定の基準により提案内容を慎重に審査をした結果、下記の団体を指定管理者の候

補者とした。 

 

２ 施設の名称 

⑴ 池上曽根弥生学習館 

⑵ 池上曽根史跡公園 

 

３ 指定する団体 

  共同企業体名 ＡＫＮ共同事業体 

代表団体 東京都目黒区東山一丁目５番４号 ＫＤＸ中目黒ビル６階 

         アクティオ株式会社 

   構成団体 大阪府大阪市中央区難波二丁目２番３号 

         近鉄ファシリティーズ株式会社 

   構成団体 東京都港区台場二丁目３番４号 

         株式会社乃村工藝社 

 

教育委員会資料 

７．１１．１２ 

生涯学習課 
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４ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

５ 根拠法令 

  地方自治法（一部抜粋） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２第６項 

  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第４１号  

 

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第３号） 

について  

 

１ 趣 旨  

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第３号）のうち教育に関する

内容について、地方自治法第２１８条第１項及び地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条の規定に基づき諮るものである。  

 

２ 根拠法令  

○地方自治法  

 （補正予算、暫定予算等）  

 第２１８条  普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基

づいて、規定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、

補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。  

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

 （教育委員会の意見聴取）  

 第２９条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決

を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見

をきかなければならない。  

 

３ 内 容  

  別紙３のとおり  

教育委員会資料  

７．１１．１２  

教育政策課  
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債務負担行為補正（３号補正） 

 

（生涯学習課）                     

事  項 期  間 限 度 額 

図書館及び学校図書管理シ

ステム賃借料 
令和７年度～令和１３年度 102,246千円 

図書館図書購入費 令和７年度～令和８年度 30,030千円 

池上曽根弥生学習館及び泉

大津市池上曽根史跡公園指

定管理業務委託料 

令和７年度～令和１２年度 204,500千円 
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